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４．対象エコアクションの承認基準 

 

4.1 エコアクションのカテゴリーと対象アクション 

 

（１）エコアクションのカテゴリー 

 

対象エコアクションのカテゴリーを以下に示す。本基準ではこのカテゴリーに従ってエ

コアクションを整理している。登録を求める参加事業者は、自らの提供する商品やサービ

ス等を以下のカテゴリーのいずれかに分類する必要がある。 

(1) 共通 

(2) 飲食 

(3) 居住 

(4) 被服 

(5) 交通･通信 

(6) 教育 

(7) 教養･娯楽 

(8) 資産運用 

(9) その他 

 

 

【解説・注釈】 

・カテゴリーの設定にあたっては、総務省「全国消費実態調査」における分類項目を参考

とした。 

・全てのカテゴリーに共通的なエコアクションは(1)共通で示すこととした。 

・原資提供事業者は、登録を希望するエコアクションに関して、どのカテゴリーに属する

ものかをあらかじめ分類する必要がある。ただし、どのエコアクションがどのカテゴリ

ーに入るかは、（２）の一覧表を参考に検索することが適当である。 
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（２）対象エコアクション一覧 

登録可能な対象エコアクションは表 4-1 のとおりである。なお、下表に示したエコアク

ション以外でも、原資提供事業者等が下表のエコアクションと同等の環境負荷低減効果を

有することを証明することができれば、対象エコアクションとみなされる。その場合は

9-1-99（商品購入）、9-2-99（サービス利用）、9-3-99（その他の行動）に該当することと

なる。 

 

表 4-1 登録可能なエコアクション一覧表 
領域 商品購入 ｻｰﾋﾞｽ利用 その他の行動 

①共通 1-1-01 ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄされた商品の購入 

1-1-02 寄付金付き商品の購入 

1-1-03 ﾚｼﾞ袋等を利用しない購買を

促進する商品等の購入 

1-1-04生産･流通加工段階で容器･包装の

使用量が削減された商品の購入 

1-1-05 流通段階でﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄが行われ

た商品の購入 

1-1-06 中古品の購入 

1-1-07 再生資源を主原料として製造

された商品の購入 

1-2-01 ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄされたｻｰﾋﾞｽの

利用 

1-2-02 販売時点で容器･包装の使

用量削減に資する販売方法の利

用 

1-2-03 ﾘﾍﾟｱｻｰﾋﾞｽの利用 

1-2-04 中古品回収ｻｰﾋﾞｽの利用 

1-3-01 ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄされたｲﾍﾞﾝﾄへ

の参加 

1-3-02 ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄされた施設の

利用 

1-3-03 ﾚｼﾞ袋や包装の辞退 

1-3-04 ﾏｲ容器･ﾏｲ箸等の使用 

1-3-05 中古品のﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ等への

持込み 

1-3-06 資源回収への協力 

1-3-07 ｴｺ･ｱｸｼｮﾝ･ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ対象商

品等の販売促進活動への参加 

②飲食 2-1-01 地産地消･旬産旬消型の飲食

品の購入 

2-1-02 生産段階で再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを

使用した飲食品の購入 

2-1-03 ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙびんを使用した飲食

品の購入 

2-1-04 ｶｰﾄｶﾝを使用した飲食品の購入 

2-1-05 無農薬栽培農産物等の購入 

2-1-06 里山等で栽培された農産物の

購入 

2-1-07 侵略的外来種等を原料とした

食品の購入 

2-1-08MSC認証ﾗﾍﾞﾙ付き飲食品の購入 

2-1-09 ﾏﾘﾝ･ｴｺﾗﾍﾞﾙ付き飲食品の購入 

2-1-10 ﾚｲﾝﾌｫﾚｽﾄｱﾗｲｱﾝｽ付き飲食品の

購入 

2-1-11 無洗米の購入 

2-1-12 加熱調理が不要なﾚﾄﾙﾄ食品の

購入 

2-2-01 地産地消･旬産旬消型の飲

食品を用いた料理の飲食 

2-2-02 生産又は調理段階で再生可

能ｴﾈﾙｷﾞｰを使用した料理の飲食 

2-2-03 太陽光発電を使用した自動

販売機の利用 

2-2-04 環境配慮型飲料自動販売機

の利用 

2-2-05 食品の小分けｻｰﾋﾞｽの利用 

2-2-06 無農薬栽培農産物等を用い

た料理の飲食 

2-2-07 市民農園の利用 

2-2-08 侵略的外来種等を食材とし

て用いた料理の飲食 

2-2-09MSC 認証ﾗﾍﾞﾙ付き飲食品を

用いた料理の飲食 

2-2-10 ﾏﾘﾝ･ｴｺﾗﾍﾞﾙ付き飲食品を用

いた料理の飲食 

2-2-11 ﾚｲﾝﾌｫﾚｽﾄｱﾗｲｱﾝｽ付き飲食品

を用いた料理の飲食 

2-3-01飲食店等で食べ残さないこと 

2-3-02 市民農園への農地提供 

2-3-03 農村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの参加 

2-3-04 生ごみあるいは堆肥化された

生ごみの回収施設等への持込み 

2-3-05 使用済みてんぷら油の回収

施設等への持込み 

 

③居住 3-1-01 ｴｺ住宅の購入 

3-1-02 温室効果ｶﾞｽ削減に資する住

宅･庭園設備の購入 

3-1-03 間伐材を主原材料とした建築

材料の購入 

3-1-04 森林認証木材を主原材料とし

た建築物等の購入 

3-1-05 国産材を主原材料とした建築

物等の購入 

3-1-06 太陽光発電ｼｽﾃﾑの購入 

3-1-07 太陽熱利用ｼｽﾃﾑの購入 

3-1-08 小型風力ｼｽﾃﾑの購入 

3-2-01 ｴｺ住宅の賃貸借 

3-2-02 温室効果ｶﾞｽ削減に資する

住宅･庭園設備の設計･設置･ﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽ 

3-2-03 屋上･壁面緑化 

3-2-04 省ｴﾈ診断ｻｰﾋﾞｽの利用 

3-2-05 ｴｺﾘﾌｫｰﾑの実施 

3-2-06 庭への植樹 

3-2-07 ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用 

3-2-08 ﾌﾛﾝ冷媒漏洩検査の利用 

3-2-09 規制化学物質を使用しない

ﾘﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽの利用 

3-3-01電気､ｶﾞｽ､水の使用量の削減 

3-3-02 環境家計簿の記録･報告 
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領域 商品購入 ｻｰﾋﾞｽ利用 その他の行動 

 3-1-09 地中熱利用ｼｽﾃﾑの導入 

3-1-10 ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑの購入 

3-1-11 高効率給湯器の購入 

3-1-12 雨水利用ｼｽﾃﾑの購入 3-1-13

省ｴﾈ家電の購入 

3-1-14 電球型蛍光ﾗﾝﾌﾟあるいは LED

ﾗﾝﾌﾟの購入 

3-1-15 ｿｰﾗｰ電池式の時計や電子機器

類の購入 

3-1-16 ｴｺﾏｰｸ認定家具の購入 

3-1-17 間伐材を主原材料とした家具

の購入 

3-1-18 森林認証木材を主原材料とし

た家具の購入 

3-1-19 国産材(又は地場産材)を主原

材料とした家具の購入 

3-1-20 非化石原料ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを用いた

家具の購入 

3-1-21 ｴｺﾏｰｸ認定日用品の購入 

3-1-22 ｴｺﾏｰｸ認定まほうびんの購入 

3-1-23 ｴｺﾏｰｸ認定節水型機器類の購入 

3-1-24 非化石原料ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを用いた

日用品等の購入 

3-1-25 ﾊﾞｲｵ燃料ｽﾄｰﾌﾞの購入 

3-1-26 ﾊﾞｲｵ燃料の購入 

3-1-27 ﾉﾝﾌﾛﾝ冷媒を使用した商品の

購入 

3-1-28 虫を殺さない防虫商品の購入 

3-1-29 生ごみ由来堆肥の購入 

3-1-30 生ごみ処理機の購入 

3-1-31 規制化学物質の使用量が少な

い住宅の購入 

3-1-32 規制化学物質を使用しない家

具の購入 

3-1-33 規制化学物質を使用しない洗

剤の購入 
3-1-34手回し式の電子機器類の購入 

  

④被服 4-1-01 ｴｺﾏｰｸ認定衣服の購入 

4-1-02 天然有機素材から作られた衣

料品の購入 

4-1-03 通気性又は保湿性の高い衣料

品の購入 

4-1-04 省資源型紙おむつ等の購入 

4-2-01 省資源型紙おむつ等を用い

た医療等ｻｰﾋﾞｽの利用 

4-2-02 規制化学物質の使用量が少

ないｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用 

4-3-01 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店でのﾊﾝｶﾞｰの辞

退･返却 

4-3-02 省資源型紙おむつの使用 

⑤ 交

通 ･ 通

信 

5-1-01 自転車の購入 

5-1-02 電動ｽｸｰﾀｰの購入 

5-1-03 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車･ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞ

ﾘｯﾄﾞ自動車の購入 

5-1-04 天然ｶﾞｽ自動車の購入 

5-1-05 電気自動車の購入 

5-1-06 燃料電池自動車の購入 

5-1-07 燃費向上に資する後付けの自

動車部品の購入 

5-1-08 輸送用ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙの購入 

5-1-09 輸送用ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料の購入 

5-1-10 ｴｺｶｰ減税対象車の購入 

5-2-01 ﾍﾞﾛﾀｸｼｰの利用 

5-2-02 ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ･ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙの利用 

5-2-03 公共交通機関の利用 

5-2-04 ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞの利用 

5-2-05 ｴｺｶｰを用いたﾚﾝﾀｶｰの利用 

5-2-06 ｴｺﾀｸｼｰの利用 

5-2-07 ｴｺｶｰ試乗会への参加 

5-2-08 燃費向上に資する自動車ﾒﾝ

ﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽの利用 

5-2-09 ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰの利用 

5-2-10 VICS の利用 

 

5-3-01 自転車による通勤 

5-3-02 徒歩での来店･来場 

5-3-03 自転車による来店･来場 

5-3-04 ｴｺｶｰによる来店･来場 

5-3-05 電気自動車の利用 

5-3-06 燃料電池自動車の利用 

5-3-07 ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ講習会への参加 

5-3-08 輸送用ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙの利用 

5-3-09 輸送用ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料の

利用 

5-3-10 初回配達における宅配便の

受取り 
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領域 商品購入 ｻｰﾋﾞｽ利用 その他の行動 

5-1-11 ｴｺｶｰ中古車の購入 5-2-11 ｴｺｶｰを活用した宅配･配送ｻ

ｰﾋﾞｽの利用 

5-2-12宅配便の代理受取ｻｰﾋﾞｽの利用 

5-2-13 伝票等を大幅に削減した配

送ｻｰﾋﾞｽの利用 

5-2-14 FAX 電子化ｻｰﾋﾞｽの利用 

5-2-15 TV 会議ｼｽﾃﾑの利用 

5-2-16 ﾃﾚﾜｰｸでの勤務 

 

⑥教育 6-1-01 ｴｺﾏｰｸ認定文房具の購入 

6-1-02間伐材を主な原料とした文房具 

6-1-03水なし印刷による印刷物の購入 

6-1-04 ｴｺﾏｰｸ認定印刷物等の購入 

6-2-01 水なし印刷ｻｰﾋﾞｽの利用 

6-2-02 ｴｺﾏｰｸ認定ｲﾝｷ等を用いた印

刷ｻｰﾋﾞｽの利用 

6-3-01 環境教育への参加 

6-3-02 環境配慮型ｲﾍﾞﾝﾄへの参加 

6-3-03 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 25 会員登録 

6-3-04 ｴｺ･ｱｸｼｮﾝ･ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ会

員登録 

6-3-05 ｴｺ･ｱｸｼｮﾝ･ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

普及･啓発ｲﾍﾞﾝﾄへの参加 

6-3-06 環境関連資格取得 

⑦ 教

養 ･ 娯

楽 

7-1-01 間伐材を主原料とした玩具の

購入 

7-1-02 森林認証木材を主原料とした

玩具の購入 

7-1-03 MPS-ABC を取得した生産者に

より生産された花きの購入 

7-1-04 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽﾁｹｯﾄの購入 

7-1-05 電子書籍の購入 

7-2-01 環境配慮型の宿泊施設での

宿泊 

7-2-02 農山村滞在型ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ

への参加 

7-2-03 e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用 

7-3-01 宿泊施設等におけるｱﾒﾆﾃｨ

ｸﾞｯｽﾞの辞退 

7-3-02 宿泊施設等におけるﾍﾞｯﾄﾞﾒ

ｲｷﾝｸﾞの辞退 

⑧資産

運用 

 8-2-01 省ｴﾈ促進金融ｻｰﾋﾞｽの利用 

8-2-02 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ金融ｻｰﾋﾞｽの利用 

8-2-03 中古部品ﾘﾕｰｽを促進する自

動車保険ｻｰﾋﾞｽの利用 

8-2-04 環境配慮行動への寄付金付

き金融ｻｰﾋﾞｽの利用 

8-2-05 環境事業への出資･融資に

関する金融ｻｰﾋﾞｽの利用  

8-3-01 環境事業への出資･融資 

8-3-02 対象ｴｺｱｸｼｮﾝの実施を主目

的とする団体への出資･融資 

⑨その

他 

9-1-01 規制化学物質を使用しない化

粧品の購入 

9-1-02 その他の環境配慮商品の購入 

9-1-03 従来よりも長寿命の備蓄品の

購入 

 

 

 

 

 

 

 

9-2-01 規制化学物質を使用しない

理容室の利用 

9-2-02 傘のﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽの利用 

9-2-03 ﾜｯﾄｱﾜｰﾒｰﾀｰのﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽの

利用 

9-2-04 行政への電子申請ｻｰﾋﾞｽの

利用 

9-2-05 環境配慮型銭湯の利用 

9-2-06 その他の環境配慮ｻｰﾋﾞｽの

利用 

 

 

 

9-3-01 温室効果ｶﾞｽ削減･吸収活動

への参加 

9-3-02 温室効果ｶﾞｽ削減･吸収活動

への寄付 

9-3-03 林業･里山保全ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの

参加 

9-3-04 侵略的外来種等の防除活動

への参加 

9-3-05 ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ保全活動への参加 

9-3-06 野鳥観察会への参加 

9-3-07 湿地の保全活動への参加 

9-3-08 傘のﾘﾕｰｽ活動への参加 

9-3-09 不法投棄撤去活動への参加 

9-3-10 対象ｴｺｱｸｼｮﾝの実施を主目

的とする団体への寄付 

9-1-98 温室効果ｶﾞｽを相当量削減し

た施設で生産される商品の購入 

9-1-99 本基準における対象ｴｺｱｸｼｮﾝ

と同等の環境負荷低減効果が期待

される商品の購入 

9-2-98 温室効果ｶﾞｽを相当量削減

した施設で提供されるｻｰﾋﾞｽの

利用 

9-2-99 本基準における対象ｴｺｱｸｼｮ

ﾝと同等の環境負荷低減効果が

期待されるｻｰﾋﾞｽの利用 

9-3-96 電気やｶﾞｽを使わない調理 

9-3-97 ｾｶﾝﾄﾞﾊｰﾍﾞｽﾄ活動への参加 

9-3-98 温室効果ｶﾞｽを相当量削減

した施設の利用 

9-3-99 本基準における対象ｴｺｱｸｼｮ

ﾝと同等の環境負荷低減効果が

期待される｢その他の行動｣ 
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【解説・注釈】 

・対象エコアクションおよびその承認基準の考え方は以下のとおり。 

1)対象エコアクションは、３．に示した基本原則および考え方を満たすものについて、

できる限り網羅的に収集・整理している。 

2)エコアクションは全て「消費者」の視点で統一している（商品の購入、サービスの利

用、その他の行動）。 

3)具体的な基準の適合性を全て本プログラム上で審査することは難しいため、可能な限

り外部の基準（第三者機関（行政機関、業界団体等）が策定したもの）を引用してい

る。 

4)本プログラムの非倫理的な活用の防止については、承認基準のみで対応しようとする

と、過度に入口を狭めることになるため、プラットフォームによる登録承認プロセス

において、申請資格要件等で対応することとしている。 

5)エコアクションであるものとそうでないものとの線引きについて、別途定量的な基準

を設定する必要がある場合は、例えば温室効果ガス削減効果の場合、以下のとおりと

している。ただしこの場合も、自主行動計画等（日本経団連など）で具体的な目標値

があれば、そちらを使用できる場合がある。 

・カーボン・オフセット等： 原則としておおむね 25％程度以上の削減 

・再生可能エネルギーの導入： 

 原則としておおむね 10％程度以上の利用 

・その他、定量的な削減水準の記述が必要な項目： 

 原則としておおむね 25％程度以上の削減 

 

・各々の内容および具体的な基準については、4.2において詳述する。 


